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特殊な修理を
得意とする
～WOODY BELL～

修理・リフォーム
時計彫りなど

　前回の記事にラボグロウンダイヤモ
ンド（LGD）の今後の事業性について
書きましたが、この記事を読んでいる
皆さんも多分現在ジュエリーに関わ
りがあり、今後のLGD事業について
参入した場合にどのようなシミュレー
ションになるかが非常に気になって
いる事だと思います。今現在関ってい
るジュエリー事業に対して流通と価
格面で何が違うのか、また今後どのよ
うに日本のマーケットが変化に対応し
ていくのかが分かれば、正しい中長期
のビジネスモデル構築や投資などの
アイディアも湧いてくるものですが、何
せ日本にはまだこのような情報があま
り多く存在していないのが現状で、周
りに意見を聞こうにも正しい情報を
持っている会社が少ないから二の足
を踏んでいる方も多いと思います。

　その様に国内で皆さんが悩んでい

るうちに、海外では日本と全く様相が
違い益々市場が多国間へと拡大して
いき、適正的に競争が発生して、加え
て消費者の関心も高い事から価格面
の変化（値段が下がったり、上がった
り）が一段と顕著化しています。この記
事を書いている少し前に著名的なグ
ローバル企業達（時計業界ではブラ
イトリングやTAGホイヤー）も若年層
の取り込みを視野に入れて、環境面
にケアしてサステナブルなモデルの代
表としてLGDをふんだんに使った機
種を発表したり、もはやLGDは時代
の先駆けとしての側面も併せて持つ
商品に生まれ変わろうとしている事が
見て取れます。もちろんこれらの企業
は1、2年前からではなく遥か前から
市場の調査やユーザー層の反応など
徹底的に情報を集めて、その結果企
業価値がプラスに働くことを十分に確
認してからのプロジェクト開始になる

ので、いかにマーケットとして事業性
が担保されているかが分かってもらえ
るとかと思います。従来のジュエリー
購入者層をいかに取り込むかではな
く、全くジュエリーに興味が無い消費
者層（まだダイヤモンドジュエリーを
持っていない）にいかにジュエリーに
対して興味を抱かせるか、実は男性
層も入れると現在のジュエリーの市
場よりも約7倍から12倍ほどの増加
が見込めるのは想像出来ますか？

　特にZ世代の購入パターンは以前
のジュエリー商品の前例とは全く性
質が変わり、関心を持つポイントも前
例からは参考にならないと言われて
いますが、最初のダイヤモンドの購入
の1点目はどうしても不安があり金額
を安く抑えたいと言う傾向は否めませ
んが、そこに金額の下限が100,000
円以上の商品しかないとこの世代達
にしてみれば簡単に試したり購入す
る事ができないのです。そこでLGDは
エントリーレベルの消費者層に最適
にフィットして、いとも容易く決まった
特別な記念日でなくても簡単に購入
することができます。こういったライト

な感覚でジュエリーを楽しむ世代が
増えればいずれ今後はもっと高額な
商品に参入していくといった長期的
なマーケットの中で消費者層を成長
させる事につながります。

　弊社の販売面の方でも最近（とりわ
けここ数ヶ月）の問い合わせが多いサ
イズが以前なら0.5～0.7ctだったとこ
ろ、最近は1～1.5ctまで広がってきた
事からも、市場に対してある一定層か
ら受け入れられている表れだと思いま
すし、以前にお試しで購入してもらった
個人ユーザーからのリピートも着実に
増えて、また法人のジュエリー事業を
行っている会社様の参入も明らかに増
えております。一因としては今やLGDの
製品にはプライメージが多いに反して
ネガティブな面はほぼ存在せず、欧米
諸国を見ても分かる近未来の成功す
るビジネスの事業性に対して、今のうち
に可能性を広げておきたい事に気が
付いたに他ならないと思います。
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　近年、複数の業界が関係するＩｏＴ関
連技術が目覚ましい発展をみせ、このよ
うな状況においては、裁判所の判断が、
当事者のみならず当該特許権等に関連
する多数の業界に対して事実上の大き
な影響を及ぼす可能性があることから、
裁判所が第三者の事業実態等も踏まえ
て判断することが望ましい場合がある。

　また、事案によっては、国際的な観点か
ら捉えるべき争点が含まれることがあり、広

く海外からも意見を集めることが望ましい。

　第三者意見募集制度は、上記のよう
な事案について、裁判所が適正な判断
を示すための資料を得るために、広く一
般の第三者から意見を集めることを可
能としたものである。

　裁判所が、特許権侵害訴訟等におい
て、当事者の申立てにより、必要がある
と認めるときに、他の当事者の意見を聴
いて、広く一般に対し、当該事件に関す
る特許法の適用その他の必要な事項に
ついて、意見を記載した書面の提出を
求めることができる。集まった意見は、
原告側と被告側とが内容を確認した上
で、裁判の証拠として活用する。

     （特許業務法人共生国際特許事務所所長）
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特許訴訟　
第三者意見募集制度について

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』

　㈱和光（東京都中央区、石井俊太
郎社長）は、11月17日、銀座中央通り
に、今秋より新しく展開しているコンセ
プトストア「WAKO SITE」の2店舗目
「WAKO SITE GINZA」をオープンし
た。
　和光は、銀座の本店にて長年、
日本のソフィスティケートしたブラ
ンドとして美意識や上質へのこだ
わりを培いつつ、顧客一人ひとり
との対話を大切に、さまざまな提
案にておもてなしをしてきた。
　新コンセプトストアの名称
「WAKO SITE」の“SITE”は「何
かおもしろく楽しいことが起きると
ころ、インスピレーションがあふれ
る場」を意味。顧客とスタッフが品
物を通して交わすコミュニケー
ションによって買物の「時」を楽し

くアップデートするという想いを込めて
いる。
　この2店舗目は高感度な情報がス
ピーディに行き交う銀座のメインスト
リートで、フレキシビリティの高い 
“Pop up Store” のようなかたちで展
開している。和光の最新コレクションや
エクスクルーシブコレクションの中から
セレクトしたラインアップ、リミテッドエ

ディション等々を今後
フットワーク軽く積極
的に発信していく。

　インテリアデザインはこれからの和
光の進化やクリエイティビティ、多様性
に呼応するようニュートラルで可変性
が高く、素材は、サスティナビリティの
観点から循環型繊維リサイクルボード
を採用している。

　「テンデンス」はブランド創立15周年
を記念して、誰でも簡単に腕時計の手
入れが出来る「テンデンスオリジナル
時計ケアキット」を制作。11月18日か
らのクリスマスフェアでは、期間中、テ
ンデンス公式オンラインストアや、テン
デンス表参道店をはじめとする、テンデ
ンス正規取扱店でテンデンスの腕時
計を購入すると、同ケアキットをプレゼ
ントしている。
　創立15周年を記念して、誰でも簡単
に腕時計のお手入れが出来る「テンデ
ンスオリジナル時計ケアキット」を制作
し、同日より販売しているが、クリスマス
フェア期間中は正規取扱店での購入
者へプレゼントしている。

新しいコンセプトストア2店舗目

オリジナル腕時計ケアセットを販売
テンデンスはフェアでプレゼント

銀座・和光の「WAKO SITE」

　公益社団法人日本眼
鏡技術者協会は、「技能
検定」に「眼鏡作製職
種」として新たに追加さ
れた「眼鏡作製技能士」
の指定試験機関として、
すべての人に適切な眼
鏡提供を目指す。11月
16日には第一期合格者
を発表した。
　眼鏡業界の技能水準
向上のために、確かな知
識と技能で、最適・快適

な眼鏡を提供する眼鏡のスペシャリス
ト「眼鏡作製技能士」を認定すべく、眼
鏡作製技能検定試験を行った。
　第一期の総受検者数は7,632名
（一般1,699名、特例講習5,933名）、

その内合格者数は合計6,089名（1級
26名、2級355名、特例講習会1級
5,708名）となった。合格率はそれぞ
れ、約4%、約30%、約99%となった。
　日々進化していくレンズやフレームな
どに対応し、様々な生活様式に適応す
る眼鏡の提案をするためには、眼鏡作
製者の知識や技能の向上が必要だ。
　さらに個人や特定の団体のみの利
とせず、全ての眼鏡利用者のために業
界全体で邁進する事が必要と考えら
れる。構想75年以上、この間、多くの先
人達の想いを受け継ぎ、眼鏡業界の技
能水準向上の為、活動に精進してき
た。
　同協会は、全ての眼鏡利用者のた
め、技能検定試験を実施し、新技能へ
の対応をはかっていく。

先
人
た
ち
の
想
い
を
受
け
継
ぎ

業
界
全
体
の
技
能
水
準
向
上
の
た
め

眼
鏡
作
製
技
能
士
が
ス
タ
ー
ト

　万引き被害にあったときに思い浮か
ぶのは盗難保険で何とかなるだろうと
いう考えである。自分もそうであった。
保険なんていうのは大体が万が一に
備える精神安定剤のようなものだから
規約など詳しく読むはずがないし、具
体的にこういう場合ああいう場合はど
うなのかなどを保険屋さんに問い詰め
ることもない。せいぜい保険料にかか
わる在庫額の算定を正確にする程度
で契約するのである。が、いざ保険金を
請求してみると万引きは盗難保険の対
象ではないという現実であった。こちら

も頭にきて盗難と万引きはどう違うの
かとやりあったが、規約は規約で変わ
るはずもなく、それなら契約時にちゃん
と説明してくれと食い下がったが、そこ
までであった。盗難保険でいう盗難と
は、不法侵入、脅迫、ショーケースの毀
損というような言わば強盗の類を指す
のである。
　結局万引きには自己防衛しか手がな
い。窮余の一策で試みたのが防犯カメ
ラの設置である。と言っても当時は今ほ
ど防犯カメラが普及していなかったの
で本物は費用を負担しきれない。ダ
ミーのカメラを天井に据え、客目線でも
見えるようにした。確か１万円もしな
かったように記憶しているが、赤いラン
プが点滅しいかにも作動しているようで
本物らしいのである。肝心なことは万引
犯を捕まえることではなく、万引きを防
ぐことにある。実はこれに伴いもう一つ
工夫をした。店頭に「当店は警察の協
力のもと防犯カメラを設置しておりま

す」という告知
POPを張り出した
のである。
　 物 は 試しで
やってみたことな
ので、「いくらかで
も効果があれば
よかろう、さほど
金がかかってい
るわけでもない」
と思っていたが、
とんでもない、絶
大な効果が生じ

たのである。現場の皮膚感覚なのだ
が、怪しげな客は全くと言っていいほ
ど見かけなくなり万引きされるという
感じが自分の中から消えた。実際カメ
ラ設置以降被害はゼロである。
　考えるにそれはカメラの設置以上に
告知POPが役に立ったと思える。こちら
側が思うよりも犯人たちには心理的な
壁になっているのではと推測している。
街の宝飾店をのぞいてみても、御徒町
を歩いてみても、あるいはIJTなどの大
規模展示会でもカメラは設置してある
だろうが告知POPは見かけることがほ
とんどない。またどこにカメラがあるかも
わからない。これはお客の側から見て監
視されているという心理的な圧迫感に
考慮したものだろうが、それでは防犯に
はあまり役立つとは思えない。カメラは
本物だろうがこのやり方は万引を防ぐと
いうより、被害が生じた際に犯人を特定
するためか、ただ漫然と防犯のためとい
う名目で設置しているように思える。
スーパーなどでは警備室でカメラ映像
を見ながら監視して食料品や雑貨を盗
む人間を捕まえているが、宝飾品のよう
な高額にして換金性の高い商品の場合
は、その後の処理負担を考えても、捕ま
えるよりは万引犯に狙われないように工
夫したほうがはるかに効率的だと思わ
れる。
　歳末商戦も始まります。是非試して
いただきたい。
 　　　　 　　　　　　　　貧骨  
　 　   cosmoloop.22k@nifty.com

小売の十字路小売の十字路 197

万引き被害がピタリと
止んだ防止策とは
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